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総合科学技術会議 知的財産戦略専門調査会 

研究における特許使用円滑化に関する検討プロジェクトチーム 

（ 第 １ 回 ） 議 事 録 （ 案 ）  

 
１．日  時：平成１７年３月８日（火）１０:３０～１２:００ 

２．場  所：中央合同庁舎四号館４階 共用第２特別会議室 

３．出席者： 

【構 成 員】阿部博之座長、薬師寺泰蔵議員、岸本忠三議員、柘植綾夫議員 

 【招聘専門家】石川 浩氏（持田製薬株式会社知的財産部長）、 

 石川正俊氏（東京大学副学長・産学連携本部長） 

 片山英二氏(弁護士・弁理士 阿部・井窪・片山法律事務所) 

 隅蔵康一氏（政策研究大学院大学助教授） 

 田島秀二氏（ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ・ｼｽﾃﾑ・ｻｲｴﾝｽ株式会社代表取締役） 

 戸田裕二氏（株式会社日立技術情報ｻｰﾋﾞｽ取締役社長・弁理士） 

        原山優子氏（東北大学教授） 

 【内閣官房知的財産戦略推進事務局】中山参事官補佐  

 【文部科学省】伊藤研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長 

【厚生労働省】高山大臣官房厚生科学課研究企画官 

【農林水産省】牧元農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長 

【経済産業省】宮本産業技術環境局大学連携推進課課長補佐 

【特 許 庁】高山総務部技術調査課長補佐 

 

○事務局 それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。

  本日は、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

  ただいまから「研究における特許使用円滑化に関する検討プロジェクトチーム」

第１回会合を開催いたします。 

  本プロジェクトチームは、１月２７日の第２１回知的財産戦略専門調査会におい

て設置が承認されたものです。今回が第１回になります。 

  会を進めるに当たりまして、本プロジェクトチームの座長ですが、知的財産戦略

専門調査会の会長である阿部議員と相談して、本プロジェクトチームにつきまして

も、阿部議員に座長を務めていただきたいと御了承いただいているところでござい

ます。 

  以下、進行につきましては、阿部座長の方からお願いいたしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○座長  阿部でございます。よろしくお願い申し上げます。 

資料５ 
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  既に御案内のように、このプロジェクトチームの対象は、いろんなところから問

題提起がなされているテーマですので、かなりの激論も予想されるのではないかと

思っておりますが、よろしくお願いいたします。 

  本プロジェクトチームでとりまとめた結果を知的財産戦略専門調査会に報告し

て、そこでできるだけこのプロジェクトチームの骨子を認めていただければと思い

ますが、手続としては、そこでの審議ということになります。 

  それでは、まず、事務局より構成員の紹介をしてください。 

 

○事務局  （構成員、オブザーバーの紹介） 

 

○座長  それでは、資料確認を事務局からお願いします。 

 

○事務局  （資料の確認） 

 

○座長  それでは、本プロジェクトチームの運営規則案について説明を申し上げま

す。事務局お願いいたします。 

 

○事務局  （資料４に沿って説明） 

 

○座長  ただいまの資料４につきまして、何かございますか。 

  今後この要領に沿って運営してまいりたいと思いますが、よろしいしょうか。 

                              

（「はい」と声あり） 

 

○座長  ありがとうございました。会議は原則として非公開で行うことになります。

それでは、資料４を決定することにいたします。それでは、早速ですが議事に入り

ます。 

  先ほど申し上げましたように、研究における特許使用円滑化に関する検討でござ

います。まず、事務局から進行の仕方について説明をしてください。 

 

○事務局  論点につきましては、既に事前に何名かの方から御意見をちょうだいし、

あるいは関係府省と意見交換もさせていただいた経過として、資料６に整理をして

おります。主に資料６に沿って御議論いただきたいと思っております。 

  議論のポイントとしては、まず、ガイドラインをつくる妥当性についての議論を

していただき、ガイドラインをつくるのであれば、その内容についての御議論をい

ただきたいと思います。論点整理ペーパーにつきましても、そのような整理をして
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おります。 

   それでは、内容についての説明をさせていただきます。資料６を主にごらんい

ただきたいと思っております。 

（資料６に沿って説明） 

   

○座長  事務局案と書いてあるのは、何もないと議論の論点が発散すると困るとい

うことで出したわけですが、これに必ずしも拘泥する必要はございません。 

  今、説明がありましたうち、大きく２つに分けまして、ガイドラインの妥当性に

ついてとガイドラインの内容について、分けて御議論いただければと思います。 

  最初にガイドラインをつくることの妥当性について御意見をいただきたいと思

います。どなたからでも結構ですので、御発言をいただきたいと思います。 

  なお、この件については、経済産業省の審議会のみならず各省でそれぞれ検討さ

れていますので、オブザーバーが発言をする機会を認めたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

   

○招聘専門家  産業構造審議会などの検討の結果を受けて、特許庁の啓蒙活動など

があって、大学の研究でもリサーチツールを使う場合には、特許権の効力が及ぶと

いうことが大分広く認識されてきたと思います。一方で大学の研究者は、これまで

は大学の研究には特許権が及ばないだろうと思っていた方が多かったが、認識が新

たになってきたということです。 

  一方で、産学連携の進展によって、大学が研究成果を特許化してライセンスして

いくという活動が盛んになればなるほど、大学が逆に訴えられるというリスクも高

まってきました。また、特に欧米のリサーチツールを提供しているベンチャーなど

の行動様式としては、現状では大学を訴えるということはほとんどしていませんけ

れども、やはり何かのときに訴えることができる余地を残しておこうということが

あります。研究者が、ツールを研究活動に使ってもいいのですかということを聞い

ても、余り明確な答えを言わないというような実情があると聞いています。 

  このような中で、大学の研究者の方の不安感というのが、今すごく高まっている

と思います。 

一方で、大学の知的財産本部やＴＬＯの活動の中で、それぞれの研究室がどうい

うツールを使っていて、それにどういう権利関係があってということまで調べてい

ることはできませんし、本来そのような機能を大学全体として持つことは難しいと

思います。やはりその調査の責任というのは各研究者にあるということになると、

より一層研究者の方の不安感というのは高まるでしょう。こうした中で、どうして

いくかということが問題です。 

  いろいろな解決策があるとは思いますが、やはり総合科学技術会議としてこのよ
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うなガイドラインを出して、ツールを適切に円滑に流通させていくという方策を一

つ示すことによって、実体的にこれからの契約がどう行われるかということに影響

を持つことができ、研究者の方々の不安感を少しはやわらげる効果もあると思いま

す。 

  ですから、この時期にそのようなガイドラインをつくって広く公表するというこ

とは非常に適切だと思っております。 

 

○座長  ありがとうございました。異なる御意見はございますか。 

 

○招聘専門家 かなり似ていると思いますが、使う側にとっても、提供する側にと

ってもあいまいな世界、そういうときに、ものの考え方、論点整理というのが必要

だと思います。そういう論点整理に一番マッチしているのがガイドラインという手

法ではないかと思われます。それが１つ目です。 

  もう一点は、研究活動の活性化ということは非常に大事な点であって、研究活動

といっても多分いろいろなタイプがあって、商品化に直結する場合もあるでしょう

し、もっと基本的な基礎研究に近いところもあると思います。 

  どちらかというと、基礎研究に近いところの場合には、一応リサーチツールを使

わなければできない場合がかなり多くなっています。 

  そのときに、例えばリサーチツールを使うということに関して、もろもろの書類

をつくらなければいけないとか、最低限の使用料を払うというプロセスが入ってし

まうと、自由に研究したいときになかなか研究できないというケースも出てくる。 

  そういうときに、どういった形でもって円滑にそういうことを進めることができ

るか。知財本部が、こういうルールでやりましょうと決めることもできるでしょう。

そのときに、やはり見本となるようなものの考え方というのがガイドラインで示さ

れれば、かなりスムーズに、いろんな方たちに共有されることができると思います。 

  そういう視点から行きますと、ガイドラインというのは必要ではないかという意

見です。 

 

○座長 ガイドラインをつくるという内容の議論に入ってもよろしければ、そうさ

せていただきますが、いかがでしょうか。 

  それでは、ガイドラインをつくることは、具体的には非常に難しい点がたくさん

ありますが、つくるということで、内容の御審議をいただきたいと思います。 

  そうすると、資料６をもう一回ご覧いただきたいと思います。４ページに事務局

案ということで、当面の対策として「国費を原資として得られた大学等の研究成果

に関する国と大学との契約ガイドラインの策定を行う。引き続き、大学や公的機関

における知的財産の創造が推進されるように特許法の見直しも含め検討していく」
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とありますが、後半の特許法の見直しについては、先生方の御意見がそういう方向

に動いたときには、こちらに進めさせていただきますが、当面ガイドラインという

ことで御議論を賜わりたいと思います。 

  事務局の案としては、「国費を原資とした」ということが４ページにございます。 

  それから、５ページには「（１）国費原資への限定の是非」というのがございま

すが、事務局案としては、とりあえず国費を原資として得られたところからスター

トしていけば、ほかにそうではない研究費に対しても波及効果があるだろうという

ことと私は理解をしております。 

  ６ページ、ガイドラインの対象となる研究分野をどうしたらいいか。ライフサイ

エンスは特別だという話はしょっちゅう聞きますが、ライフサイエンスだけではな

くて、特定の分野には限定しないで全体に広げる方がいいのではないかというのが

事務局の案です。 

  ７ページは、対象とする研究機関ということで、大学・公的機関に限定すべきか、

あるいは民間も対象とすべきかどうかということです。 

  その辺から御議論をいただければいいのではないかと思いますが、どの点からで

も結構ですので、御発言をいただければありがたいと思います。 

 

○招聘専門家 考え方の整理ですが、開発したリサーチツールが外部で使われる場

合と、外部で開発されたリサーチツールを大学内で使う場合の２つの方向性があり

ます。 

  この書きぶりを見ますと、両方を一緒に併せて議論しているように思います。そ

の２つは少し性質が違うものではないかという気がいたします。その区別が私の頭

の中の整理がついていないので、もう少し考える時間をいただきたい。２つの場合

とも両方同じ文章で、同じ方向性であるのかどうかはちょっと御議論いただきたい

というのが１つ。 

また、国費というものの定義の問題で、どこまでを「国費を原資とする」場合か

ということに関しては、大きな議論があるのではないか。ここをどこまでカバーす

るかによって、前半の話も大分違ってくるような気がします。かなり限定的にやる

場合と、かなり大きくする場合と大分違うのではないか。 

ちょっと時間をいただかないと、頭の整理がつかないということです。 

 

○座長  今おっしゃったようなことは当然あるかと思いますが、事務局はその辺で

案をつくるときに何かありましたか。 

 

○事務局  最初の権利を持っている側からの視点と、使う側の視点と両方入ってい

るというのは、研究者は両方の立場になり得るので、そういうのを包括して整理を
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させていただきたいと思って、わかりやすく整理したつもりだったのですが、まだ

十分詰め切れていない部分があるかと思います。一応両方考えているということで

ございます。 

  国費の範囲については、非常に難しいところですので、当面は一番広いものを対

象とするということを想定して作成しておりますが、大分そぎ落とされる可能性も

あると思います。 

   

○座長  今の問題提起のところについて何か御意見はございますか。 

   

○招聘専門家 基本的には、ここでのメインの論点の１つは、やはり大学や公的研

究機関の中でリサーチツールを用いるときの問題をどう整理していくかというこ

とだと思います。 

  一方で、もう一つ学内のリサーチツールを外部に出すというときにも、例えば大

学でできたリサーチツールであれば、非独占的にライセンスするとか、無償で提供

するとか、あるいはジャーナルの中のパブリケーションのときのルールとして、マ

テリアルを使いたいという希望があったら無償でマテリアルトランスファーをす

るとか、そういうことが規定されている場合もあります。原則として、研究での使

用、あるいは学術機関の使用については、高額なロイヤリティを請求するような例

というのは、この研究コミュニティのルールとしては存在しないと思います。 

  一方で、問題となる可能性があるというのは、リサーチツールを出す側が大学で

あっても、リサーチツールに更にリサーチツールが使われているような場合です。

すなわち、でき上がったリサーチツールを提供するということが、だれかの権利を

侵害している可能性がある場合です。 

  例えば、マテリアルトランスファーの例を挙げますと、たとえば論文で書かれて

いるベクターなどをつくるときに、研究者の方は時間をかければ同じものはできる

のかもしれませんが、その時間を効率化するために、それを持っている人から提供

を受けるという慣行があります。そのときに自分でつくるのであれば、どこかのキ

ットを買ってきてつくらなければいけないところを、そこから提供を受けてしまう

と、そのキットを売っている主体が利益を得る可能性をそれだけ低下させてしまい

ますし、権利侵害になる可能性もあります。大学が出すリサーチツールに別の人の

リサーチツールが使われている場合に問題になる可能性があるということで、そう

いう意味で主としては、リサーチツールを大学の中で使用するときのルールの話で

すが、リサーチツールを大学から外に出す側の話も同時に議論していかないといけ

ないと思います。 

 

○座長 今の件はいかがでしょうか。 
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○招聘専門家 産業界の立場から若干意見を申し上げたいと思います。産学連携な

どするときに思うのですが、大学において使える特許・リサーチツールと、企業に

おいて使えるものとが一致しているのか、という素朴な疑問を持っております。 

  今のリサーチツールの問題で申し上げますと、リサーチツールというのは国費で

つくられたものに限ったものではありません。世の中に流通しているリサーチツー

ルというのは、民間がつくったものや、欧米で開発されたものが非常に多いです。

 結局大学で使うものと、大学で開発・創生したものとの関係についてですが、大

学で使うものについて、国費で開発した研究成果のリサーチツールというのは、非

常にわずかではないかと思います。 

  当然民間企業もイノベーションのためには研究開発の一翼を担うということで

十分に貢献していると思いますが、ライフサイエンス分野におきましては、研究開

発においてリサーチツールの使用に関し困っているということが、これまでも何度

か議論されているところかと思います。 

  このガイドラインの対象に関しまして、一定の強制力を持たせることができるの

は国費に派生するものに限定されるでしょうが、意見の中にもありましたように、

国費であれば、資金を供給するときに、こういう使い方、あるいはその成果につい

ての取り扱いを規定することが可能ですので、ガイドラインなどなくても一定の拘

束力ができるわけです。 

  国費に派生するもの以外の部分について、円滑な流通のためのガイドラインが必

要なのではないかと思います。 

  せっかく総合科学技術会議がつくるわけですから、リサーチコミュニティー、い

わゆる研究コミュニティーに関して広く適用されるガイドラインというのを私は

望みたいと思っております。 

 

○座長  ちょっと整理しますと、今の御意見は、国費に限らず民間をも含めた一般

的なガイドラインをつくるべきであると。 

  ただし、国費の場合には、それなりの限定があってもいいのではないかというこ

とですね。 

   

○招聘専門家  やはり、これは先ほど申し上げたように、どういう対処の仕方がい

いかというガイドラインでやって、それはだれを対象とするかというと、やはり研

究コミュニティだと思いますが、雲の上に何かものを描くだけではなく、実効性を

伴うのであれば、ある種の条件付けをしなければいけない。条件付けをできる範囲

はどこにあるかというと、国費を原資としたものにしかないというのが現状です。 

  モデルケース的に国費という形でもって進めておいて、しかし、こういうスタン

スが必要であるということを提示するようなものにしていくというのが１つだと
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思います。 

  それから、初めからこの対象は大学であるとか、公的な研究機関であると絞って

しまうと、今と逆の効果になってしまうと思います。 

  民間の企業においても、大学との共同研究において、国費を使いながら基礎的な

こともやる場合が結構あるわけです。その辺のところもカバーしなくてはいけない

というのが、私の意見です。 

  ですので、初めから機関を絞ってしまうのではなくて、どの目的でもって研究し

ているかということが、まず対象としてディスカッションされなければいけないと

思っております。 

 

○招聘専門家 最終的にはおっしゃったところまで行くべきだろうと思いますが、

どういう議論をどういう順番でやっていけば効率的にそこまでたどり着けるかと

いうのがよくわからないのです。 

例えば、抗体なら抗体という特許あるいは技術があって、その抗体の働きを押さ

えるために、こういう化学物質、低分子化合物を見つけたいと思ったとします。そ

のためには、この抗体を使いたいという場合を想定してみますと、まさにそのよう

な点について各私企業は開発競争をやっているわけですね。 

  ここで初めからすべてのリサーチツールというふうにやってしまいますと、まず

出くわす問題は、見出したものについて、何らかの条件あるいは無償でライセンス、

となった場合に、一体どうするかという問題に、まず行き当たると思います。 

  そのときに、もともと国がお金を出したリサーチツール、例えば抗体なら抗体の

場合のこれに対する成果物についての取り扱いと、民間企業の場合の成果物に対す

る取り扱いというのは、直観的に相当違ってくるという感じがします。そうなりま

すと、間口を全部ということで議論をしていくと、最初から非常に難しい場面に遭

遇するのではないかなという感じがしたわけです。 

  したがって、最終的にはそういう問題まで検討しなければいけないのでしょうが、

議論の順番としては、むしろ国がお金を出したものについては、こういうのがいい

のではないかということを一つ筋を付けて、その後、そうでない場合はどう考えて

いくのかを議論した方が、あるいは効率的なのかなという感じがします。 

 

○座長 最終目標は、今、御発言いただいたお二人の方と変わらないのですが、や

はり議論の順番として、国費からやっていく方がいいと、そういう御意見だと思い

ました。 

   

○招聘専門家  基本的には、今の意見に非常に賛成で、国費原資で、やはり事務局

案で書いていますように、ライセンサーの側に立ってまず検討すべきではないかと
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思います。 

  勿論、それを国費を原資とする研究で使う場合というのは出てくるでしょうし、

国費ではない研究で使う場合も出てくるでしょうし、その次の段階として、今度は

それ以外で生まれた研究成果の発明の取り扱いを議論していくというのが、やはり

筋ではないかと思います。 

   

○招聘専門家  私は、バイオ関連のツールを販売して売っているだけなので、ちょ

っと次元が違うのですが、特許の問題は立ち向かわざるを得ないところがありまし

て、実際にビジネスでいろんなことをやっていくとなると大変です。このガイドラ

インの落としどころによると、そういうものにやたらと火を付けることになると思

います。 

  例えば、大学なり、国費であろうと、何であろうと、あるいは何か対価を方程式

で算出してどうのこうのということになると、要するになるほどなということに民

間企業からいうとなります。 

  うちは、バイオ関係の式は全然ないですが、そういうことが日本国内で取り決め

られて何かが形になると、まさに日本のバイオ関連というのは、リサーチツール装

置にしても何にしてもバイオ情報にしても、ほとんど海外のものですから、落とし

どころによると、あるフォーカスが逆に絞られてなかなか収拾がつかない問題に発

展する可能性があるのかなと思います。 

  我々も自分たちの特許の中で、一生懸命あることを保全しようとしてやっていま

すが、リアルないろいろな特許情報というものとのやりとりはありますが、実際の

大枠が全然分かっていないです。 

  ですから、大学の先生方とのやりとりの中でも御自分たちの技術がどういうとこ

ろに立脚しているというか、どういう分野のマップの中にいるのかということがお

分かりになっていないと思います。 

  ですから、やはり全体をもう少し把握してお互いに勉強しないと、実際にやって

いる先生方にガイドラインがすっと通るようにつくるのは案外難しいのではない

かという感触を持っています。 

 

○座長  おっしゃるように、今、大変難しいことをやらなければいけないというこ

とになっていますので、それが最終的に日本の研究開発なり、ビジネスの足を引っ

張るようなことにしては意味がありませんので、そこは十分、今、落としどころと

いうお話がありましたが、議論の過程でいろいろ知恵を出していただく必要がある

と思います。 

 

○招聘専門家  議論の順番について、御意見がありましたとおり、私も、まず国費
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の成果に基づく研究成果の取り扱いから順番に議論をすべきだと思っております。 

  それから、最終的な射程についてですが、リサーチツールで十分商品価値の高い

ものの流通までこのガイドラインの射程に入れるべきではないと思っています。 

  特許のライセンスという形で使わせてもらう場合には、アカデミア向けの基礎研

究用ライセンスと、商業化のライセンスというのは区別されてもいいのではないか

と思っている次第でございます。 

 

○招聘専門家  最終目標と、それからスタートポイントは大分収束してきたかなと

いう気はしますが、途中段階にちょっと不安があります。 

  １つには、やはり学問の自由なり、研究の自由なりを確保するために自由なリサ

ーチツールの利用ということを目標としていますが、途中の段階で、ガイドライン

を出したときに、国費を原資とするもので生まれたものを広く使っていただくとい

うことと、国費で生まれたものを使う分のガイドラインはできます。しかし国費で

はないものでつくられたものを国費の研究でやることに関しては、大学側のガイド

ラインができたとしても、出す側に対してこのガイドラインはお願いする形になり

ますね。 

  そうしますと、その段階では、外部からのものに関しては、何らかの対応を我々

はせざるを得なくなって、こちらから出るものに関しては広くお使いくださいとい

うことになります。この状態をどう乗り切るかというのが、私の頭の中では大変辛

い感じがいたします。それを通り過ぎてコミュニティー全体に一般的なガイドライ

ンが成立すれば、そこは非常に平和な世界がやってくるのですが、そこまでをどう

乗り切るかがなかなか難しいかと思います。 

  大学の中の研究者の不安は、このリサーチツールを使っていいのかということに

関して、対象が国費で出たものであれば、このガイドラインに守られて平和な中で

使えると思うのですが、相手が国費でなかった場合には、トランジットな時代をど

うにかして乗り切らなければいけない。そこに対する不安感はあります。 

 

○招聘専門家 構造的にはガイドラインというものでやる以上は致し方のないと

ころで、１つ思いつく方法としては相互主義にして、あなたが使いたいのだったら

自分の方のものも出しなさいというやり方が考えられます。ただしそれを強制しよ

うということになると、やはり立法化せざるを得ないということになるのではない

かと思います。 

  したがって、立法化というところまでは、なかなか難しいということであろうと

思います。 

  そうであるとすれば、ガイドラインでと言う以上は、今のところは我慢をしなけ

ればいけない。ただし、このガイドラインを出した後、ある１つのベクトルを広め
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ていくというような啓蒙活動をして、相互主義がいいかどうかよくわかりませんけ

れども、そういうことも含めて実施についての次の段階の話になるのではないかと

いう感じがいたします。 

 

○招聘専門家  相互主義というのが原則としては非常にリーズナブルなものであ

ると思いますが、それに加えて、やはり今一番リサーチツールの問題、研究におけ

る特許の使用の問題として顕在化しているのは、欧米を中心にリサーチツールをつ

くることに特化したベンチャーがつくって提供しているリサーチツールのライセ

ンスを受けるときに、例えばリーチスルー契約を結ばなければいけなかったり、レ

ポーティングの義務があったりといったことです。 

  そういった企業が特許化したツールを使って得られた研究成果は、発展の仕方に

よっては、いつどの段階で訴えられるかわからないということになります。先ほど

申した不安感が根強く存在します。リサーチツールをつくることに特化して提供し

ている企業との関係、そこには相互主義というのは成り立たない可能性が高いわけ

ですから、そういうところをどうするかということが問題で、そこはそんなに簡単

な解決策はないとは思います。ですから、ここの会議でやるべきことは、まず国が

資金を出して開発されたツールのライセンスガイドラインをつくるとで、次にそし

てそれを研究コミュニティーに広げていくべきだと思います。 

  この研究コミュニティーというのは何かということを考えた場合、勿論大学だけ

でなく、企業の研究も含みます。ライフサイエンスの学会では研究ツールをつくっ

ている企業のブースがあって、いろいろ製品とか、キットなどを紹介しているわけ

で、やはりツールを提供して使ってほしいというのが企業側にもあるわけですから、

そういったところも含めて研究コミュニティーだと思います。 

  ですから研究コミュニティーを、広くそういうリサーチツールをつくることに特

化している欧米の企業まで含めるとして、まずは日本で国費原資の場合のガイドラ

インをつくって、それをアナウンスしていくことによって、そういった欧米のリサ

ーチツール企業であっても、そこに入ってＷｉｎ－Ｗｉｎの関係でビジネスをして

いくためには、一定のルールに従わないといけないというような空気づくりをして

いきます。ここに強制力はないわけですが、そこに至るための第一歩としてこれが

あるというような位置づけでとらえるとよろしいのではないかと思います。 

 

○座長  今、御議論いただいているように、国費に限定したとしても、あるいは大

学とか、公的研究機関に限定したとしても、リサーチツールとして当然民間なり海

外の企業なりとの接触は避けられないわけですから、そこは触らないで除いて行う

ということは、多分ほとんど意味のないことになると思います。 

  しかしながら、非常に難しい課題でもありますので、そこに知恵を出していかな
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ければいけないということだろうと思いますが、そういうことでよろしいでしょう

か。 

  やはり民間企業まで広げるにしても、スタートとして国費に限って議論をすべき

だというのが大方の御意見ですが、同時に、やはり大学・公的機関に限定するとこ

ろからスタートするということはいかがでしょうか。そういう趣旨になると思いま

すが、もし、そういうことでよろしければ、そこからスタートさせていただく。ど

うせ何回も戻る必要があると思いますので、それで知恵を出していただくというこ

とにしたいと思います。オブザーバーの方、今のような方向について何か御意見は

ありますか。 

  

○内閣官房知的財産戦略推進事務局  今の座長のまとめで、私の理解したところで

は、国費を原資としたものをスタートとするということと、７ページになるかと思

いますが、国費を原資とした場合に、その国費が大学・公的機関に流れる場合と民

間企業に流れていく場合がある。その２つの限定のハードルがあったと思います。 

  最初は国費を原資とするかどうかと。国費を原資としたもので、更にそれが大学

・公的機関に流れるものだけに限定するのかということで、事務局案では、今日の

議論では特にそこは限定しないとなっていたのですが。 

 

○座長  そうじゃなくて、議論のスタートとして大学・公的機関に限定するという

ことです。国費に限定するということで民間に国費が行っている場合もありますの

で、それから最終的には民間のことも御議論いただいて、全体としてできればガイ

ドラインの精神は民間も含めた方がいいのではないかというのが、多分今までの御

意見ではないかと思います。 

 

○文部科学省  国費原資というのが１つのスタート点であるのは間違いないです

が、過度にライセンサーを大学ないし公的研究機関に限定してしまうと非常に狭く

なって、かえって大学の方だけの縛りがどんどんきつくなっていくような感じもあ

る。 

  国費原資というところをスタート点にしながら、ライセンサーの部分については、

国費原資を受ける部分というのは企業であっても相当基礎的な研究で、製品間近の

研究というのは極めて例外的ではないかと思います。スタート地点であれば、勿論

問題はないのですが、ライセンサーのところは余り限定しない方がいいのではない

かというのが、私の意見でございます。 

 

○経済産業省  もともとの話の出発点が、大学における研究者の自由に研究ができ

なくなるのではないかという不安を取り除くということで出発をするのであれば、
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しかもバイオの分野で議論をするということであれば、通常バイオの分野では、ほ

とんどのリサーチツールのような特許は海外の企業が開発したもの、あるいはＮＩ

Ｈのお金が入って開発したものもあるかもしれませんが、そういうものに対してど

う身を守るかということが専らの議論であるべきであると思います。 

  そのときにスタートとして国費原資から始めるのはいいのですが、日本の公的機

関で開発したものについて権利主張してはならないという議論が行われ、それで最

後に民間に広げるという話になると想定されます。民間に広げるとなった瞬間に、

民間にはどちらにしろ強制的な効力が及ぶことはできないからガイドラインを作

っても仕方がないという話になり、結局、自分たちの主張だけはしないけれども、

ほかの国から主張されるときに身を守るすべに関して、結局このガイドラインは何

も影響力を及ぼすことができないということになるのであれば、国費原資に限定し

て議論することにほとんど意味がないということになると思います。つまり、ガイ

ドラインが出来たとしても研究者の不安を取り除くということについては、ほとん

ど何の効力も持たないガイドラインになってしまうだろうというおそれがある。 

  リサーチツールは国費原資であろうが、何であろうが、海外の企業であろうが、

開発したリサーチツールに関して、大学の研究者だけではなくて、企業の研究者で

基礎的な研究をされる方も含めた日本の研究者、そういう方々が研究をする上で、

何か不当に特許権に基づいて研究の活動を妨げられることがないようにという観

点から議論していかないと本当に得たいもののマイナス１００％のようなものが

得られてしまい逆効果となってしまうのではないかというところを危惧していま

す。 

   

○農林水産省  私ども農林水産分野におきましても、とりわけ遺伝子組換え技術な

どの先端技術を用いて研究をやっているような研究機関について、やはり研究者の

不安が非常に高まっているという現状ですので、議論のように、ガイドラインの設

定に向けて検討を始められたということは非常に意義が大きいことだと思ってお

ります。 

  その中で、どういったところを射程にするのかということで議論があったところ

ですが、スタート台は国費原資ということかもしれませんが、最終的な射程として

は、研究コミュニティー全体に一定のベクトルを示そうというのが先生方の御議論

かと思いますので、そのような方向については極めて妥当なものと存じます。 

 

○厚生労働省  片方で非常に範囲を制限すると、片方で不自由になるところがある

ので、取りかかりはよろしいかと思いますが、中身は相当仕分けして考えていかな

いと、表裏で、こちらはよくなると一方が苦しくなるケースも頭に浮かんで、ちょ

っと混乱しているところです。いろいろ御議論に参画していきたいと思いますので、
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御指導の方お願いしたいと思います。 

 

○座長  今、各省からいろいろ発言がありましたが、当然のことですが、研究者の

不安を取り除くだけではなくて、研究の自由をどうやって確保していくかという原

点の姿勢が大切なのは当然ですので、そこはみんな共通理解を持っていると思いま

すが、ときどき振り返ってみるのもいいかもしれません。 

  もう一回申し上げますと、国費を原資とするものから御議論をいただきまして、

大学の研究機関のみならず、民間企業でも国費を原資とするものについては対象に

加えるべきだと思います。研究の自由、その他たくさん不安をお持ちの方の声は、

大学・公的機関から大きく聞こえてくるということもあります。とりあえずその辺

に焦点を当てて議論をしていただきながら、当然のことですが、民間で国費を原資

とするものについても御議論いただく。 

  更には、民間の研究開発についても、その精神が及ぶようなガイドラインにまで

もっていきたいということでよろしいでしょうか。 

                               

（「はい」と声あり） 

 

○座長  それでは、そういうことで御議論を進めていきたいと思いますが、どなた

でも結構でございますので、御発言をいただければと思います。 

  例えば、一つの議論の切り口としては「（２）国費の契約形態」というのが９ペ

ージにありますが、国費を原資とする場合に、どういうものを加えるべきか、加え

るべきではないかというようなこと。 

  １０ページには「（１）ライセンス条件のための基準」というのが書かれており

ます。 

  １１ページには、更に踏み込んだライセンスの条件、その他について書いてあり

ますが、この事務局案はなく、更に検討すると書いてあるだけですが、その辺も含

めて御議論を賜わればと思います。 

 

○招聘専門家  細部の点に入る前に、１つだけ大枠で言い残したことがありますの

で、発表させていただきます。 

  今、日本の中でのガイドラインということで検討することになっていますが、日

本の一人よがりでは困る問題なので、諸外国、ＮＩＨの事例やＯＥＣＤの話もあり

ますが、ほかの国でもこの問題を取り上げて議論がスタートしているので、その辺

との関連性を踏まえた上でのガイドラインにしなければいけないと思っておりま

す。 
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○座長  それは全くおっしゃるとおりで、そういうことについての併せて勉強もさ

せていただきながら進めないといけないと思います。それからＴＲＩＰＳの場で説

明をしなければいけないという問題も出てくるだろうと思います。当然のことです

が、知的財産戦略というのは、その本質は海外であって、鎖国をしていればこんな

ものは要らないのではないかということをときどき申し上げておりますが、おっし

ゃるとおりだと思います。 

  事務局、最初に海外の状況について少し復習をしたいと思いますが、今できます

か。 

 

○事務局  資料５、４ページ目のところにＮＩＨの取り組みを書いています。 

  アメリカにおいては、試験・研究の明文規定がなくて、判例によって判断を積み

上げていくというような状況になっておりまして、アメリカでの運用につきまして

は、実は日本よりも厳しい、試験・研究の例外というのはほとんど認めていないと

いう状況です。 

  その中でどうするかということで、ＮＩＨがリサーチツールのガイドラインとい

う形でそれをつくって、ＮＩＨの影響力の大きさを前提にガイドラインをつくって、

それを皆さんに広めているという状況です。 

  もう一つは、ＯＥＣＤの議論がありますが、ＯＥＣＤの議論につきましては招聘

専門家の方が詳しいので、そちらから御説明いただいた方がよろしいと思います。 

 

○招聘専門家  ＯＥＣＤのガイドラインをつくる会合に、ここ２年間ぐらい出席し

ておりました。ＯＥＣＤのガイドラインの方は、この資料の中にもありますように

遺伝子発明に特化しているものであって、分野が限定されているというところが、

この会議でつくろうとしているガイドラインとは異なる点であります。 

  ＯＥＣＤの問題意識のそもそもの発端というのは、欧米、特にカナダ等で遺伝子

特許に基づいて遺伝子診断がやりにくくなっているということから、特許権がヘル

スケアを阻害することがあるのではないかということで、そういった遺伝子発明の

ライセンスガイドラインをどうつくっていくということが発端だったのですが、議

論の過程で、遺伝子診断だけではなくて、研究ツールの使用ということについても

射程を広げてガイドラインをつくっていこうということになりました。 

  そのプリンシプルは、研究開発、特にヘルスケアの増進に貢献する研究開発を促

進するために、研究ツールを使用しやすくするということです。 

  一方で、権利を持っている人の利益が確保されるようにするということも考慮す

る必要があり、これら両方のバランスが必要であるという原則に沿って、ガイドラ

インが書かれています。 

資料としては参考３でございます。 



 

 16

  繰り返しになりますが、研究ツールの円滑な使用と権利を持っている人への利益

の還元と、その両者のバランスを取っていこうというのが原則でございます。 

  この会議でガイドラインをつくっていくに当たりましても、その原則というのは

変わることはないと理解しております。 

 

○招聘専門家 ちょっと確認をしておきたいのが、６ページの「（２）ガイドライ

ンの対象とする研究開発の分野」で、その議論を、まだちゃんとしていないような

気がします。 

  私は、個人的には、やはりライフサイエンスの分野を対象にした方がいいのでは

ないかと思います。 

  例えば、それ以外のソフトウェアとか、技術標準の問題までここで全部議論をし

始めると、多分収拾がつかなくなってしまいますし、ＮＩＨにしてもＯＥＣＤにし

ても、やはりある程度対象を絞ってガイドラインを策定していると思われますので、

そういう方向性が望ましいのではないかと思います。 

  

○座長 そこは確かに、今、初めて御意見が出て、議論をさせていただいておりま

せんでした。 

  事務局案としては「研究開発分野を限定せず」となっておりますが、今のお話は、

ライフサイエンスの分野に限定した方がいいのではないかという御意見でしたけ

れども、ほかの方は、いかがでしょうか。 

  

○内閣官房知的財産戦略事務局  単純な議論の材料として、御認識いただきたい点

だけを申し上げますと、もともと、アメリカで大学が訴えられるというデューク大

学の事件というものがございました。それで、いわゆる大学に特許権行使、あるい

は特許侵害で責任が問われました。勿論、日本と違ってアメリカには規定がないと

いう状況でした。そこで起こったデューク大学事件はバイオではなくて、フリーエ

レクトロレーザーとかいう光学系の機械でありました。 

  日米で違いますから単純なことは言えませんが、同じような事件が日本で起きた

ということを考えた場合に、現行の６９条を適用した場合は、これは単なる実験装

置の使用として６９条の適用を受けない可能性というのがあり得る。最終的には個

別の事件ですから、仮定の議論ですが、そういう可能性はございます。 

  リサーチツールという言葉自身は、特にバイオで言われていますし、あるいは実

際の紛争として、あるいは懸念として出てくるのはバイオ分野であることは事実だ

と思います。ただし、それ以外のところに問題が生じ、確かに余り生じていないと

いう現実はあるかと、生じないのかどうかといったときには、それはちょっとよく

わからないというのが正直なところではないかと思います。 
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  ただ、そこから先の議論は当然あると思います。まだ、ポテンシャルにすぎない

ものを取り込むのがいいのか、要するに問題がある程度顕在化したから対処するの

か、それはまさにプライオリティーなり議論の順番の問題ではないかと思います。 

 

○招聘専門家 今の海外の事例というのは、ＮＩＨは National Institute of Hea

lth で議論をしてガイドラインができた。ＯＥＣＤも Working Party of Biotechno

logy で議論して遺伝子特許のライセンスガイドラインができた。どちらも生命科学

の関係の組織での議論だったので、分野が限定されています。 

  特に、先ほど申し上げましたように、遺伝子診断の進展ということへの懸念が最

初にあって、そこからガイドラインができてきたということがあります。一方で、

総合科学技術会議での議論、そしてガイドラインをつくっていくということを考え

てみた場合に、勿論、ライフサイエンスのいろいろな事例が多くの場合念頭に置か

れるというのは確かではあると思いますが、デューク大学の事件というような事例

もあるわけですし、総合的に分野を限定せずに、特許使用を円滑化していくための

方策を発信していくというのが、総合科学技術会議としてのスタンスとしてはよい

のではないかと思います。 

  勿論、その検討の過程で、思いもよらない分野に適用されたときに、何かサイド

エフェクトのようなものが出ないかというようなことは十分注意して議論するべ

きだとは思いますが、私の個人的な意見としては、総合科学技術会議での議論を行

う場合には、特に分野を限定する必要はないと考えております。 

 

○座長  事務局案と今の２人の発言に関して、事務局どうですか。 

 

○事務局  事務局案としては、分野限定をしない方がいいです。先ほどのスタート

アップの対象を絞り込んだ形での議論というときに、国費原資と、それから大学・

公的研究機関とのライセンサーとしては絞っています。 

  その中で、要するに最初のスタートアップのフォーカスをそこまで絞り込んでや

るというのであれば、貴重な御意見かと思っておりますが、仕上がりのイメージと

しては、余り絞り込みたくないと考えております。 

 

○座長  範囲をやみくもに何でもかんでもということがいいかどうかというのは、

私も気になるところですが、今の事務局も含めての意見は、一応対象とする研究開

発分野は限定しない方がいいのではないかということです。他の先生方はいかがで

しょうか。 

 

○招聘専門家  私の意見は分野を限定すべきでないという意見です。技術標準の問
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題というのは、確かに特許流通問題でもありますが、この議論をしていくと非常に

複雑な問題があります。私は、技術標準の問題は本質的には商業化ライセンスの話

であって、本プロジェクト検討チームの検討射程から外れる部分が本質になってく

るのではないかという気がしています。基礎研究の研究成果の一部が技術標準にな

っていくのでしょうが、一番問題になっているのは、技術標準の場合には商業化の

段階であると認識しております。したがいまして、（ガイドラインの）射程を限定

すれば、（適用）分野は限定しなくてよくなるのではないかと思っている次第です。 

  それから、デューク大学事件のような問題を回避するためにも、このガイドライ

ンは原則としては分野を限定せずに、アカデミアを中心に研究コミュニティーの間

で普及されるべきものだと思っています。 

   

○招聘専門家 ２つ～３つ程、典型的にどんな技術があり得るという例示をしてい

ただくとわかりやすいと思います。 

  １つは、バイオの分野の例示をしていただく。もう一つは、先ほどの電子顕微鏡

のようなもので、方法特許のようなクレームが書いてあって、何らかの微細なもの

を見る方法というのがあったときに、それをリサーチツールとして大学の研究機関

で使うというようなこと、デュークの例が適当なのかどうかよくわからないですが、

ちょっと違う分野の例を教えていただけたら、今後議論するのに具体性が出るかと

思いますが。 

 

○招聘専門家 私も分野を限定しないという意見ですが、１つは、アメリカの場合

ＮＩＨというのは、もともとライフサイエンスにフォーカスした機関であって、Ｏ

ＥＣＤの場合は何が発端になったか、診断書という問題意識があってできたものな

ので、必然的に分野にフォーカスされる。 

  また、アメリカにおける、いわゆる科学技術政策の立て方に関して、日本の科学

技術計画のような主となるものがあるわけではない。何を申し上げたいかというと、

やはり今のガイドラインというのは、訴訟が既に起きたので、それに対応するとい

うのではなくて、ある種の予防的な措置として考えていると思われるのです。その

場合には、割と幅広くかけておかないと、何らかの検査が出たときに、またそれに

対するガイドラインを使わなければいけないということです。 

 

○座長 多くの方が研究開発分野を限定しない方がいいということでした。これは

バイオの分野、ライフサイエンスの分野と言ってもいいかもしれませんが、アメリ

カでもヨーロッパでも非常に熱心に議論されているし、また、問題もたくさんある

ところで、そこを我々は主として対象にしていかなければいけないだろうと思いま

す。ただし今のデューク大学の話もあり、招聘専門家の方の御提案もありますので、
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事務局に幾つかの例をこの次に出していただいて、それに基づいて議論するという

ことで今後進めさせていただくということでどうでしょうか。 

  

○座長  今日は大分いろいろと御議論をいただいて、議論の進め方について、ある

いは対象について、かなり共通の理解が得られたと思います。それについて事務局

から、この次までにもう一回整理をしてもらい、かつ、具体的な例を若干提示して

いただき、ガイドラインの議論につなげていきたいということにさせていただきた

いと思います。 

  よろしいでしょうか。 

 

                              （「はい」と声あり） 

 

○座長  それでは、今後の予定について事務局から説明してください。 

 

○事務局  次回は、３月３０日水曜日、１６時から１８時を予定しております。事

務局から別途御案内させていただきます。 

  それから、先ほどの典型的な事例の件ですが、実際の案件があるかどうかわかり

ませんので、ある程度仮想のものでさせていただくことになろうかと思いますが、

御了承いただければと思っております。 

 

○座長  また、場合によっては招聘専門家の先生に少しお手伝いしていただいたら

いいかもしれません。 

  閉会に先立ちまして、本日の会議資料につきましては、公開という取り扱いにさ

せていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

                              （「はい」と声あり） 

 

○座長  ありがとうございました。本日は、大変難しい御議論を建設的にお進めい

ただきましてありがとうございました。多分、この次はもっと難しくなるかもしれ

ませんけれども、先生方の御議論を期待して、本日は終わらせていただきます。 

  どうもありがとうございました。 

 


